


はじめに
皆さんは、これから学校を卒業して、それぞれいろいろな

職場で働かれることと思います。

しかし、どの職場に入っても、皆さんが労働者（雇われて

働く人）であることに変わりはありません。

職場に入ってからの皆さんには、労働者として多くの権利

が認められるとともに、守らなければならないルールや心得

ておくべきマナーがあります。

この冊子には、これから社会人として活躍される皆さんや

いずれ社会人となる皆さんに、ぜひ知っておいて欲しいこと

がまとめられています。

この冊子を手元において、職場に入ってからも、時には取

り出してみてください。

また、実際に就職してみて分からないことや、困ったこと

があったときには、お近くの労政事務所に相談してください。

（住所地と電話番号は、裏表紙にあります。）

この冊子が、これから就職する皆さんの、お役に立てば幸

いです。

皆さんの活躍を祈っています！

長野県PRキャラクター「アルクマ」
©長野県アルクマ
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その他
22.6%

農林水産業
1.9%

情報通信業
2.9%

電気・ガス・水道・
廃棄物処理業

2.9%

宿泊・飲食サービス業
1.8%

金融・保険業
3.4%

運輸・郵便業
3.6%

専門・科学技術、業務支援サービス業
5.2%

建設業
6.9%

卸売・
小売業
9.4%

不動産業
11.3%

製造業
28.1%

令和２年度 
県内総生産 

8兆2141億円
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（中小企業白書2023年版
「平成28年経済センサス
 活動調査」再編加工）

大企業で
働く人
17.9%
88,501人 

大企業で
働く人
17.9%
88,501人 

中小企業で
働く人
82.1%
405,878 人 

中小企業で
働く人
82.1%
405,878 人 （参考）

全国平均は
64.2％
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① 呼ばれたらすぐに「はい」と返事する

② メモの準備をし、用件を書きとめる

③ 途中でさえぎらず、最後まで聞く

④ 内容を復唱し、確認する

⑤ 仕事が重なった時は、優先順位を
確認し、上司の判断を仰ぐ

＜指示・命令の受け方のポイント＞

忙しくても必ずその場で返事を

5Ｗ3Ｈを意識してメモをとる

疑問点は最後にまとめて聞く

簡潔に要約して、自分の言葉で復唱する

連
絡

相
談

報
告
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① 質の良い十分な睡眠

② 1 日 3食栄養バランスのとれた規則正しい食生活

③ 適度な運動

④ 健康診断を受けよう

⑤ 趣味やストレス解消

入社後は新しい環境で覚えることもたくさんあるので、初めのうちは気
疲れすることも多いでしょう。体調を崩してダウンすることのないよ
う、疲れを溜め込まずに過ごせる生活リズムを入社前に身に付けておき
ましょう。
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○○ ○○さん へ
○○ ○○ 様 から
　電話がありました
　電話を頂きたい
　来訪されました
　来て頂きたい
　もう一度訪問します
用件

電話番号

受付　月　日　時　分
対応者　○○

伝言メモ
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< 例 > 電話の流れ（電話をかけるとき）

自 分「わたくし○○社の△△と申します。いつもお世話になってお
ります。□□課のＢ様（さん）をお願いいたします。」

受ける側A「お繋ぎしますので、少々お待ちください。」
受ける側B「はい、お電話替わりました。Ｂでございます。」
自 分「わたくし、○○社の△△と申します。いつもお世話になって

おります。本日は☆☆の件でお電話差し上げました。
ただ今、お時間よろしいでしょうか。」

自 分「…………………（用件）を話す……………………」
受ける側B「…………………（返事）……………………………」
自 分「それでは…………の件、よろしくお願いいたします。

失礼いたします。」
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目上の方
には
自分から
先に！
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　労働者と使用者は、権利を行使するだけでなく、お互いに義務
も誠実に履行しなければなりません。（労働契約法 3条）

　また、使用者が一方的に労働条件を変更することは、違法で
あり認められません。労働者と使用者の合意が必要になります。

労働契約成立労働契約成立
（民法 623条）（民法 623条）
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長野県の最低賃金
１時間あたり　948円
（令和 5年 10月１日～）

毎年10月頃に改定され、各都道府県で最低賃金額は異なります。
特定の産業には、産業別最低賃金が別途定められています。

※ 時間外労働、休日労働、深夜労働の場合は、この最低賃金にそれぞれ
の割増率（P21参照）を乗じた額になります。
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